
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定事業用資産の買換え                  

Ｑ：特定の事業用資産の買換えの特例が改

正されたそうですが、どのようになったので

すか？                                          

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

特定の事業用資産の買換え特例は、次の見

直しがされ、３年延長になりました。 

 ①既成市街地等の内から外への買換えについ

て、譲渡資産から事務所として使用されて

いる建物等又はその敷地の用に供されてい

る土地等を、買換資産から都市再生特別措

置法の立地適正化計画を作成した市町村の

その立地適正化計画に記載された都市機能

誘導区域以外の地域内にあるその立地適正

化計画に記載された誘導施設に係る土地等、

建物及び構築物を、それぞれ除外すること

とされました。 

 ②市街化区域又は既成市街地等の内から外へ

の農業用資産の買換え及び農用地区域内に

ある土地等の買換えについて、適用対象か

ら除外することとされました。 

 ③船舶から船舶への買換えについて、譲渡資

産及び買換資産から漁業の用に供される船

舶を除外すること等とされました。 

 ④短期所有の土地等の譲渡について特例を適

用できることとする措置が、平成32年３月

31日まで３年延長されました。 
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